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１ 地方税法第37条の２第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例 

（平成24年神奈川県条例第39号）新旧対照表 

改 正 現 行 

別表 別表 

特定非営利活

動法人の名称 

主たる事務所

の所在地 

神奈川県県

税条例第 10

条第２項の

期間 

（削除）

（削除）

（削除）

（略） 

（削除） 

（略） 

特定非営利活

動法人ＡＢＣ

ジャパン 

横浜市鶴見区

鶴見中央四丁

目７－15Ｌа

Ｃａｍｐａｎ

ａＫＩＳＯＹ

Ａ302 号室 

令和６年１

月１日から

令和11年７

月31日まで 

特定非営利活

動法人チャイ

ルドファース

トジャパン

伊勢原市桜台

一 丁 目 ５ 番

31 号 

令和６年８

月１日から

令和11年７

月31日まで 

特定非営利活

動法人横浜メ

ンタルサービ

スネットワー

ク 

横浜市港南区

笹下一丁目７

番６号 

令和６年８

月１日から

令和11年７

月31日まで 

特定非営利活

動法人の名称 

主たる事務所

の所在地 

神奈川県県

税条例第 10

条第２項の

期間 

特定非営利活

動法人横浜メ

ンタルサービ

スネットワー

ク 

横浜市港南区

笹下一丁目７

番６号 

平成31年１

月１日から

令和６年７

月31日まで 

特定非営利活

動法人チャイ

ルドファース

トジャパン

伊勢原市桜台

一丁目５番 31

号 

令和元年８

月１日から

令和６年７

月31日まで 

特定非営利活

動法人アドバ

イザーネット

ワーク神奈川

海老名市中央

三丁目３番 10

号の 301 

令和元年８

月１日から

令和６年７

月31日まで 

（略） 

特定非営利活

動法人ワーカ

ーズ・コレク

ティブオリー

ブ 

横浜市金沢区

柳町３番地16 

令和３年８
月１日から
令和８年７
月31日まで 

（略） 

（新規） 

（新規） 

（新規） 
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